
ジェネリック医薬品の積極的な活用を！
～ 上手に活用してお薬代の節約をしませんか ～
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ジェネリック医薬品は…

組合員証等が新しくなりました！
組合員証等（表面）

とんぷく

処方箋※�飲み薬だけでなく、点眼薬や軟膏などの外用薬、
点滴用薬などもあります。ただし、すべてのお薬
に対応できるわけではありません。また、病気の
症状などにより先発医薬品 ( 新薬 ) が適切な場合
もあります。

　本年 2月下旬頃から 3月初旬にかけて、組合員証及び組合員被扶養者証
の一斉切り替えを各所属所を経由して行いました。
　現在、皆さんのお手元には、表面に「ジェネリック医薬品を希望します」
と記載された組合員証等が交付されています。

厚生労働省が、
先発医薬品（新薬）と
同等と認めた医薬品
です。

先発医薬品（新薬）の
特許満了後に開発される
ため、開発期間が短く、開
発費用も少ないため安価
な価格が可能となります。

先発医薬品(新薬)の2割～ 7割
程度の価格ですので、皆さんの
自己負担が少なくなり、

“お薬代の節約”が
できるのです。

ジェネリック医薬品に興味をお持ちの方は、
下記のサイトにアクセスしてみてください。
日本ジェネリック医薬品学会ホームページ
『かんじゃさんの薬箱』　

http://www.generic.gr.jp
★�本組合では、組合員の皆さんのお薬代の負担軽減や短期財政の健全化につながることから、ジェネリック医薬品の利用促進に取り組んでいます。
ご協力よろしくお願いします。

ジェネリック医薬品のご利用にあたっては、
医療機関等において、医師・薬剤師と 
よくご相談ください。

組合員証等の
表面にジェネリック 

医薬品を希望する旨の 
意思表示をあらかじめ記載
しています。
＊ジェネリック医薬品を希望しない場合
は、目隠しシール（組合員証等と一緒

にお配りしています）を意思表示
の記載箇所が隠れるように

お貼りください。
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